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No 質問 回答

1
既存住宅を改修して補助対象住宅とする場合、補助金
の対象となりますか。

既存住宅の改修は補助の対象となりません。

2
本補助金と、別（国や県等）の補助制度を併用するこ
とはできますか？

補助対象経費に対し、国の補助金又は交付金等を活用
した補助事業等が交付されている場合（交付予定の場
合を含む。）は、本補助金の利用はできません。
本補助金の補助対象経費に対して、南魚沼市等の他の
補助金の交付を受けている場合は、その分の経費を差
し引いた額を補助対象経費とします。
【併用可能な南魚沼市の補助金の例】
・南魚沼市の木で家づくり事業
・南魚沼市木造住宅除却支援事業補助金（木造住宅除
却支援事業）
【併用可能な新潟県の補助金の例】
・新潟県産材の家づくり支援事業

その他の補助金について、併用可能かどうかは、併用
しようとしている補助金の要綱などをお調べくださ
い。

3
事業所を補助対象住宅とした場合、補助金の対象とな
りますか。

補助の対象となりません。戸建住宅のみを対象として
います。

4
2世帯住宅を建てる場合、それぞれの世帯が補助の対
象となりますか。

補助の対象となりません。どちらかの世帯のみが補助
対象となります。

5
断熱等性能等級などを証明する書類は、BELS評価書以
外でも可能ですか。

本補助金では、BELS評価書のみを提出書類として認め
ることとしています。

6 店舗併用住宅も申請できますか。
申請できます。ただし、住居部分が店舗部分より大き
い場合に限ります。

7 共同住宅（アパート等）は対象になりますか。 対象外です。専用住宅と併用住宅が対象となります。

8
領収書が電子発行の場合、収入印紙が貼られていませ
ん。収入印紙は必要ですか？

電子発行の場合は、収入印紙は不要です。

9
申請者が事業者の場合は、市外の事業者の申請も補助
の対象となるのか。

建売を目的とした事業者による申請の場合は、市内の
事業者のみが補助対象となります。

10
個人が申請する場合、施工事業者が市外の事業者でも
補助の対象となるか。

施工事業者が市外の事業者でも、補助対象となりま
す。

11
補助金の振込先の口座は本人名義以外の口座でも可能
ですか？

補助金の振込先の口座は申請者本人名義のものに限り
ます。
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12 申請方法について教えてください。

申請は、本庁舎2階の環境交通課に直接ご持参くださ
い。
郵送や大和・塩沢市民センターでの受付は行いませ
ん。

13
現在、南魚沼市以外に住んでいますが対象になります
か。

対象住宅の工事完了後に、転居して住民登録する場合
は補助対象となります。申請時に、現住所（移住元）
での住民票の写しを提出してください。

14
補助金の申請前に、工務店と契約して、基礎工事に着
手していますが、補助金の対象になりますか。

対象となります。本補助金においては、「建て方」に
着手していなければ、補助の対象となります。

15 いつまでに実績報告を行えばよいですか。
令和8年2月27日（金）までに、実績報告書兼請求書
（様式第9号）を環境交通課に提出してください。

16
本補助金と、別（国や県等）の補助制度を併用するこ
とはできますか？

補助の対象経費他の補助金を併用することはできませ
ん。ただし、設置工事に係る費用などの本補助金の対
象経費とならない経費に対しての併用可否は、別の補
助制度の要綱などをご確認ください。

17
現在、南魚沼市外に住んでいますが、納税証明書（様
式第2号）は今住んでいる自治体のものが必要です
か。

今お住まいの自治体の納税証明書は必要ありません。
申請に必要となる「納税証明書」は、南魚沼市税を対
象としておりますので、申請時点に市外にお住まいで
も、南魚沼市の納税証明書（様式第2号）を提出して
ください。

18
令和8年2月27日（金）までに要綱第９条で定める領収
書が揃わない場合はどうすればいいですか？

その場合は、指定の確約書と共に必要書類をご提出い
ただく必要があるため、補助金の担当者にご連絡くだ
さい。


